
・長期的な視点に立った都市の将来像を市民と共有

し、計画的なまちづくりを進めるにあたっての指

針となるもの

・公民の役割分担を踏まえたまちづくりの場面に応

じ、望ましい都市像を実現していくための指針と

して活用 

・少子高齢化や人口減少が見込まれる中、限られた資源でより効果的なまちづくりを進める上では、多様な

主体との連携とともに、市民主体の取組の重要性が高まっており、都市計画マスタープランには、まちづ

くりの方向性をわかりやく示し発信することなどにより、地域の主体的なまちづくりを促す役割がある。

・平成１８年度に現行の都市計画マスタープラン全体構想及び区別構想を策定 

・策定後約１０年が経過し、この間、川崎市総合計画の策定や各分野別計画の策定・改定が進んだことによ

り、整合を図ることが必要

・平成４２（２０３０）年をピークに人口減少への転換が見込まれ、本市の居住環境や交通等の特性を踏ま

えた持続可能で効率的なまちづくりが必要

■平成２７年３月 ： 都市計画マスタープランの改定に向けた取組の開始を公表 

■平成２７年６月 ： 川崎市都市計画審議会「都市計画マスタープラン小委員会」にて検討着手 

■平成２７年９月 ： 都市計画マスタープランの見直しに関するアンケートの実施 

・調査概要：郵送、市内在住者無作為抽出 3,000 名、有効回答数 1,609 通（有効回収率 53.6％） 

■平成２８年２月 ： 都市計画マスタープラン全体構想見直しの方向性の策定及び意見募集 

・意見総数：12通（22件） 

■平成２８年９月 ： 都市計画マスタープラン全体構想改定素案の策定及び公表 

・市民意見募集 意見総数：32 通（86 件） 

・説明会（市内３箇所で開催） 参加者総数 71名 

■平成２９年１月 ： 都市計画マスタープラン全体構想改定案の策定及び公表 

・市民意見募集 意見総数：12 通（43 件）

■平成２９年３月 ： 川崎市都市計画審議会への諮問・答申 

①めざす都市像等の「都市づくりの基本理念」を川崎市基本構想・基本計画に即したものとし、分野別計画

等と整合を図り、「土地利用」「交通体系」「都市環境」「都市防災」の基本方針を更新する。 

②都市構造について、少子高齢化の進行や人口減少を見据えたコンパクトで効率的なまちづくりの考え方を

新たに示す。

③拠点整備の波及効果を効率的かつ効果的に活用し、より身近なまちづくりを推進するため、市民の生活行

動圏に着目した鉄道沿線のまちづくりの考え方を新たに示し、機動的なまちづくりや市民主体のまちづく

りの誘導につなげる。 

Ⅰ めざす都市像と基本目標 

Ⅱ 基本政策 

Ⅲ 都市づくりの基本方針 

第３部 都市づくりの基本理念 

「安心のふるさとづくり」「力強い産業都市づくり」 基本目標 

１ 生命を守り生き生きと暮らすことができるまちづくり 

２ 子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり 

３ 市民生活を豊かにする環境づくり 

４ 活力と魅力あふれる力強い都市づくり 

５ 誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくり 

「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまち かわさき」 めざす都市像

１ 魅力ある都市づくり 

２ 誰もが暮らしやすい都市・住まいづくり 

３ 緑と水の豊かな環境に配慮した都市づくり 

４ 産業の発展を支える都市づくり 

５ 災害に強い都市づくり 

６ 市民が主体となる身近な地域づくり 

７ 人口減少を見据えた持続可能で効率的な都市づくり 

2 改定の背景

平成２９年３月改定川崎市都市計画マスタープラン全体構想の概要 参考資料３ 

都市計画マスタープランとは1

都市計画の 

決定・変更の指針

民間建築活動の

指導指針 

市民協働の 

まちづくりの指針 

【計画体系図】 

3 全体構想改定の経過

5 全体構想の構成

第１部 策定の趣旨等 

第２部 まちの現状・課題 

第３部 めざすべき都市像 

第４部 分野別の基本方針 
 Ⅰ 都市構造 
 Ⅱ 土地利用 
 Ⅲ 交通体系 
 Ⅳ 都市環境 
 Ⅴ 都市防災 

第１部 改定の趣旨等 

第２部 まちの現状・課題 

第３部 都市づくりの基本理念 
・めざす都市像と基本目標、基本政策 

・都市づくりの基本方針 

・都市構造 

第４部 分野別の基本方針 

Ⅰ 土地利用 
 Ⅱ 交通体系 
 Ⅲ 都市環境 
 Ⅳ 都市防災 

第５部 生活行動圏別の沿線まちづくりの考え方 

第６部 計画の実現・推進方策 第５部 計画の実現・推進方策 

4 全体構想改定の考え方

6 全体構想の概要
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Ⅳ 都市構造 
（１）広域調和・地域連携型のまちをめざします 
・近隣都市と適切に役割を分担しながら、広域的視点を踏まえた各拠点の魅力の創出をめざす「広域調和型のま
ちづくり」と、市内各地域の自立と連携をめざす「地域連携型のまちづくり」をバランスよく進める「広域調
和・地域連携型」の都市構造をめざす。

（２）魅力にあふれ、個性ある都市拠点をめざします 
・「川崎駅周辺地区」、「小杉駅周辺地区」、「新百合ヶ丘駅周辺地区」を広域拠点に位置づけ、近隣都市との適切
な役割分担により、個性と魅力ある拠点の形成をめざす。

・「殿町・大師河原地域」、「浜川崎駅周辺地域」を臨空・臨海都市拠点に位置づけ、我が国の経済を牽引する活
力ある拠点の形成をめざす。

・「新川崎・鹿島田駅周辺地区」、「溝口駅周辺地区」、「鷺沼・宮前平駅周辺地区」、「登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地
区」を地域生活拠点に位置づけ、安全で快適な利便性の高い都市機能がコンパクトに集約し、それぞれの地域
特性や個性を活かす地域生活拠点の形成をめざす。

（３）生活行動圏の身近な地域が連携した住みやすく暮らしやすいまちをめざします 
・鉄道沿線を中心に展開する市民の日常的な行動圏である生活行動圏を踏まえ、拠点地区等の多様な都市機能の
集積の効果が、身近な地域へ効果的に波及するよう、拠点地区とつながる身近な駅周辺のまちづくりの推進な
ど、地域が機能的に連携する住みやすく暮らしやすいまちをめざす。

（４）広域調和・地域連携のまちを支える交通ネットワークの形成をめざします 
・広域調和・地域連携型の都市構造の骨格となる交通ネットワークの形成を図るとともに、環境に配慮した持続
可能な交通環境や誰もが安全、安心、快適に移動できる交通環境の形成をめざす。

（５）多摩丘陵の緑地と多摩川・鶴見川水系を骨格にした、緑と水のネットワークを育みます 
・本市の骨格を形成する重要な自然的環境資源は、次世代に
引き継ぐべき財産として、その保全、創出、育成、活用に
取り組むとともに、地域緑化や身近な緑の保全等の促進に
より、緑と水のネットワークの形成をめざす。

（６）コンパクトで効率的なまちをめざします 
・交通利便性の高い駅周辺地区等における公共公益施設の集
約や多様なニーズに対応した都市機能の誘導、路線バスな
どの公共交通による駅へのアクセス向上をめざす。 

・地域交流の場の形成や多世代が交流できる住環境整備の推
進をめざす。 

・人口減少や高齢化が進行する地区の住替えや空き家の活用
等により、多世代の居住を促進し、一定の人口密度を維持
しながら、効率性の低下を防ぐ。 

Ⅰ 土地利用 

平成２９年３月改定川崎市都市計画マスタープラン全体構想の概要

都市構造図 

コンパクトなまちづくりのイメージ図 

第４部 分野別の基本方針 

「分野別の基本方針」では、都市づくりの基本理念を踏まえ、「土地利用」、「交通体系」、「都市環境」、「都
市防災」の分野別に、まちづくりの基本的方向を示します。

① 魅力と活力にあふれる「広域拠点」の形成をめざします 
・これまで積み重ねてきたストックや地理的優位性などを活かしたまちづくりを推進する 
・広域から人を呼び込むことができる個性と魅力にあふれた広域拠点として、市街地開発事業や地区計画
等による計画的な土地利用を誘導する  ／等 

② 個性を活かした「地域生活拠点」の形成をめざします 
・利便性の高い都市機能がコンパクトに集約した市民生活を支える地域生活拠点として、市街地開発事業
や地区計画等による計画的な土地利用を誘導  ／等 

③ 鉄道を主軸とした「都市軸」の形成をめざします 
・鉄道を主軸とした都市の一体性と都市機能の向上を図る 
・都市拠点や身近な駅周辺の都市機能の集積と分担・連携により、沿線地域の利便性を維持・向上する 
・身近な駅周辺における身近な商業や生活支援関連サービス機能等の集積を図る 
・地域資源を活かした魅力とにぎわいのある街なみを形成するため、地域特性に応じた身近な駅周辺等の
まちづくりをめざす  ／等 

④ 安全・安心で誰もが暮らしやすい住環境を育みます 
・地域包括ケアシステムと連携したまちづくりをめざす 
・多様な主体が連携し、様々な世代が交流しながら主体的に活動できる地域交流の場を形成する  ／等 

⑤ 戦略的な産業振興と基盤整備を促進し、臨海部の活性化をめざします 
・既存産業の高付加価値化や国際競争力の高い産業構造へ誘導する 
・殿町地区（キングスカイフロント）における世界的な成長戦略拠点を形成する  ／等 

⑥ ものづくり産業や研究開発機関の集積を促進するとともに、住工が調和した適切な土地利用を誘導します 
・生産機能の高度化や研究開発機能等を育成・誘導する 
・新川崎地区などにおけるものづくり産業・研究開発機能の集積と産学共同研究開発を促進する  ／等 

⑦ 自然との調和をめざし、市街化区域の優良な農地や緑地の保全・活用を図り、適切な市街化を誘導します 
・都市農業の多様な機能の発揮に資する都市農地の有効活用及び適正保全を図り、農地と宅地等が共存す
る良好な市街地を形成する  ／等 

⑧ 市街化調整区域の良好な自然環境の保全と優良な農地の保全を図ります 
・市街化調整区域は、都市における緑豊かな自然空間として、基本的に市街化を抑制する ／等 

土地利用方針図 
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Ⅱ 交通体系 Ⅲ 都市環境 

Ⅳ 都市防災 

① 首都圏機能の強化及び活力ある本市都市構造の形成に向けた交通環境の整備をめざします 
・交通の円滑化や都市機能の向上を図る広域的な交通網を整備する 
・殿町と羽田空港周辺との一体的な拠点形成に寄与する都市計画道路殿町羽田空港線を整備する 
・連続立体交差事業などの基幹的な都市基盤を整備する  ／等 

② 誰もが安全、安心、快適に利用できる交通環境の整備をめざします 
・橋上駅舎化や交通広場等の整備により、交通結節機能の強化や混雑の緩和などを図る 
・地域特性に応じた自転車利用環境の整備を推進する 
・誰もが利用しやすいユニバーサルデザイン都市の実現に向けたまちづくりを推進する  ／等 

③ 地域特性に応じたきめ細やかなまちづくりを支える交通環境の整備をめざします 
・公共交通による駅へのアクセス向上に向けた取組を推進する 
・地域住民が主体となったコミュニティ交通の取組を支援する  ／等 

交通体系（鉄道）方針図 

① 地球環境と地域環境に配慮したまちをめざします 
・低炭素社会の構築に向けた取組などによる環境に配慮した持続可能で豊かなまちづくりを推進する 
・エネルギーの最適利用やＩＣＴ・データの利活用を促進する 
・環境に配慮した交通環境の整備や交通の低炭素化を促進する  ／等 

② 川崎らしい緑と水の骨格の形成をめざします 
・本市の骨格となる多摩丘陵や多摩川などの保全に努める 
・緑と水のネットワークの形成をめざす  ／等 

③ 緑を保全・創出・活用し、地域の
特色を活かした緑のまちをめざし
ます 
・多様な施策を活用した樹林地などの緑地
の保全を図る 

・個性と魅力ある公園緑地の整備・活用や
地域緑化を促進する 
・多様な主体との連携による都市農地の多面的な
機能に着目し、保全・活用の取組を推進する 
・農のあるまちづくりにより都市農業の振興を図る  ／等 

④ 暮らしを豊かにする水環境を育みます 
・河川や水路は、緑と水のオープンスペースとして、自
然環境や景観に配慮した施設整備を図るとともに、隣
接する道路等の緑化に努めるなど、緑と水のネットワ
ークの形成をめざす  ／等 

⑤ 個性と魅力にあふれた川崎らしい景観の形成をめざします 
・自然的資源や歴史的資源などの地域特性を活かした市民の
主体的な景観づくりを支援する  ／等 

平成２９年３月改定川崎市都市計画マスタープラン全体構想の概要

交通体系（道路）方針図 

みどり軸 

みどり拠点

都市環境方針図 

① 自然災害による被害を軽減するまちをめざします 
・施策の連携強化や都市計画手法等による減災対策を推進する 
・大規模地震に対応した防災性の向上をめざし、建物の耐震化や不燃化など密集市街地の被害の軽減に向け
た取組を推進する  ／等 

② 災害時における都市機能の維持と質
の高い復興を可能にするまちをめざ
します 
・交通施設の耐震化の促進や公園の防
災機能の向上等を推進する 
・発災前の復興準備等による都市復興
の迅速化をめざすとともに、復興プ
ロセス等を市民と共有し、予防と復
興への機運醸成や復興準備のさらな
る質的向上を図る  ／等 

③ 安全に避難できるまちをめざします 
・避難所の整備や帰宅困難者対策等を推進する  ／等 

④ 自助・共助により被害を軽減するまちをめざします 
・かわさきハザードマップを活用し、市民の防
災意識を向上する 
・公助の取組とともに、自助・共助（互助）に
よる地域主体の防災まちづくりを推進する 
・地域住民との協働による防災まちづくりを推
進し、地域防災力の向上を図る  ／等 

都市防災方針図 
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■基本的な考え方 

○小田急小田原線、多摩線沿線等の地域で、麻生区・多
摩区を含む範囲

○鉄道延伸とあわせ計画的に形成された住宅地と土地
区画整理事業等による駅から離れた住宅地が混在 

○大学や文化・芸術施設に加え、農地や生田緑地などの
自然環境も豊富なエリア 

○山坂が多く、駅勢圏に比べエリアの奥行きが広く、路
線バスでの駅までのアクセスが多い 

○小田急電鉄では、小田急小田原線の複々線化や鉄道沿
線の個性と魅力向上の取組を進めている。 

川崎・小杉駅周辺エリア 

○ＪＲ南武線沿線等の地域で、幸区、中原区を含む範囲
○戦前に形成され、狭あい道路や木造住宅が多く存在 
○交通利便性が高く、居住地としての人気が高い 
○世界的企業等が立地する就業地となっている 
○平坦でエリアの奥行きが狭く、駅勢圏が多くを占め、
駅へのアクセスは、徒歩や自転車が多い 

○ＪＲ東日本は、南武線を「東京メガループ」の一部と
し、輸送改善を図るとしている 

○尻手駅から武蔵小杉駅間において南武線の連続立体
交差事業に向けた検討を進めている 

エ
リ
ア
の
特
性

中部エリア 北部エリア 

○東急東横線、田園都市線沿線等の地域で、中原区、高
津区及び宮前区を含む範囲

○鉄道整備と同時期に土地区画整理等の計画的な市街
地形成が進められたエリア 

○中小工場が集積している地域がある 
○生産緑地の指定など都市農地が多い 
○山坂が多く、駅勢圏に比べエリアの奥行きが広く、路
線バスでの駅までのアクセスが多い 

○東急電鉄と川崎市で包括協定を結び、鉄道沿線の持続
可能なまちづくりに向けた取組を進めている 

川崎駅・臨海部周辺エリア 

○川崎駅を中心に広がる、ＪＲ南武支線及び京急大師線沿線と臨
海部を有する概ね川崎区を含む範囲

○戦前に形成された市街地と臨海部の産業集積からなるエリアで
あり、狭あい道路や木造住宅が多く、ＪＲ南武支線沿線は、密集
市街地が市域で最も集中 

○川崎駅から放射状に路線バスネットワークが充実 
○平坦で自転車での駅までのアクセスも多い 
○京急大師線の連続立体交差事業を進めている 
○ＪＲ東日本と川崎市で包括協定を結び、南武支線の新駅設置な
ど、鉄道沿線の利便性・快適性向上等の取組を進めている 
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第５部 生活行動圏別の沿線まちづくりの考え方 

エ
リ
ア
の
考
え
方

・鉄道沿線に沿った市民の生活行動範囲に着目し、沿線の拠点等との連携や地域資源等を活かし、地域特性に応じたまちづく

りを促進します。 

・これまで取り組んできた拠点地区での多様な都市機能集積などによるまちづくりの効果が、効率的かつ効果的に身近な地域

に波及するよう、身近な駅周辺での取組を強化し、鉄道を主軸とした都市の一体性と都市機能の更なる向上や沿線等の地域

の相互連携の促進を図ります。 

・身近な駅周辺では、生活支援関連サービス機能等の集積や交通結節機能の強化を図るとともに、駅と身近な地域間が連携す

る地域交通環境の向上を図ります。 

※生活行動圏別の沿線まちづくりの考え方は、全体構想として鉄道を軸にしたまちづくりの大まかな考え方を示すものです。

※沿線のまちづくりの考え方を共有しながら、区毎の特性に応じて、区別構想を策定します。

市民の身近な日常生活は、住まいを起点に、近接地域から身近な駅やターミナル駅周辺など、鉄道に沿ったエリア（行動圏）で展開し
ていることから、市民の行動圏を意識して、少子高齢化に伴う社会的要請を見据え、４つの行動圏域ごとに、広域拠点等の整備効果をよ
り身近な地域に広げるなど、地域の特性を活かし、鉄道を主軸とした、身近な地域が連携する沿線まちづくりの考え方を示します。
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地域資源を活かし

た交流の場づくり 

近隣都市拠点との広域的な連携 

高次な都市機能の集積 

沿線の拠点地区との連携・分担 

地域特性に応じた身近な生活支

援関連サービス機能等の集積 

地域生活の利便性を高

める都市機能の集積 

【生活行動圏の沿線まちづくりイメージ図】 

鉄道の利便性や快適性

の向上 

交通結節機能の強化 

駅と周辺の住宅地をつなぐ

地域交通環境の向上

良好な住環境の維持な

どによる沿線の魅力を

高める住宅地づくり 

沿線でつながる

隣接区と連携し

たまちづくり 

〈拠点〉 
①様々な都市機能をコンパクトに集積 
②沿線の都市との連携 
〈身近な駅周辺、鉄道沿線〉 
③連続立体交差化を契機にした身近な商業や生活支援
関連サービス機能の集積や駅等へのアクセス向上 
④高度なものづくり産業の維持、発展 
〈エリア全般〉 
⑤大規模な土地利用転換の適切な誘導 
⑥南武線連続立体交差化に合わせた駅舎の改良等の鉄
道利便性等の向上 
⑦老朽建築物の更新等により新たな住宅と住まい方の誘導
⑧密集市街地における地域住民との防災・減災まちづ
くりの取組 

〈拠点〉 
①羽田空港に隣接する川崎市の玄関口にふさわしい広域拠点の形成
〈身近な駅周辺、鉄道沿線〉 
②歴史的資源や企業の情報発信施設等の活用 
③既存ストック等を活用したまちづくりの推進 
〈臨海部〉 
④活力ある産業集積や環境と調和した産業の持続可能な発展
〈エリア全般〉 
⑤多摩川や港湾緑地等の資源の活用 
⑥路線バスの維持・活用 
⑦鉄道利便性等の向上を促進 
⑧老朽建築物の更新等により新たな住宅と住まい方の誘導 
⑨密集市街地における地域住民との防災・減災まちづくりの取組

〈拠点〉 
①多様な都市機能集積と交通結節機能の強化 
②隣接都市（二子玉川・たまプラーザ等）との連携・調和
〈身近な駅周辺、鉄道沿線〉 
③歴史的な資源の活用 
④東急沿線の地域ブランドの活用 
〈エリア全般〉 
⑤二ヶ領用水等の活用 
⑥住工共生のまちづくりと工場集積の維持、発展 
⑦田園都市線の複々線化等の鉄道利便性等の向上を促進
⑧住宅地や住宅団地の空き家、空き室を活用し、多様
な世帯の交流の活性化など、居住地の魅力を高める
まちづくりの取組を促進 

①②
⑥ 

③ 

①②

④ 

⑦ 

⑦ 

⑤ 

〈拠点〉 
①豊かな自然環境、文化・芸術等の地域資源の活用 
②沿線の都市との連携 
〈身近な駅周辺、鉄道沿線〉 
③特色ある地域資源の活用 
④多数の大学の立地の活用 
〈エリア全般〉 
⑤多摩丘陵の樹林地や農地の保全・活用 
⑥小田急線の複々線化等の鉄道利便性等の向上を促進
⑦住宅地や住宅団地の空き家、空き室を活用し、多様
な世帯の交流の活性化など、居住地の魅力を高める
まちづくりの取組を促進 
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